


 

（旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費） 

第２条 条例第３条第６項に規定する規則で定める場合は、条例第３条第２項及び第５項の規定

により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止

し、又は変更した場合とする。 

２ 条例第３条第６項に規定する規則で定めるものは、条例第１９条第２項の規定により旅費を

支給する場合を除くほか、次に掲げる金額とする。 

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第９条第１項各号、第１０条

第１項各号、第１１条第１項各号及び第１２条各号に掲げる各費用について、当該各条及び

条例第６条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわ

らず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払

う必要がある額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額の合計額 

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について条例第１３条及び第１５条並びに

条例第６条の規定により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわ

らず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずなお支払

う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額の合計額 

(3) 前２号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等に伴い支給する必要があ

るものとして旅行命令権者が認めた額 

（旅費額を喪失した場合における旅費） 

第３条 条例第３条第７項に規定する規則で定める事情は、交通事故その他の条例第３条第７項

に規定する者の責めに帰することができない事情とする。 

２ 条例第３条第７項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額とする。 

(1) 現に所持していた旅費額（交通手段を利用するための乗車券、乗船券、航空券等で当該旅

行について購入したものを含む。次号において同じ｡）の全部を喪失した場合には、その喪失

した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額 

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免がれ

た旅費額を差し引いた額 

（旅行命令簿等の記載事項又は記録事項） 

第４条 条例第４条第４項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、

到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名とする。 

２ 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事項のほか、所属、住所又

は居所、職名、氏名、旅費の請求者及び概算払並びに精算払に係る支給年月日及び支給額を記

載又は記録する。 

３ 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第１項に定める事項のほか、所属団体

又は所属、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者及び概算払並びに精算払に係る支給年月

日及び支給額を記載又は記録する。 

４ 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、旅行命令等の変更の事

実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載又は記録する。 

第５条中「が」を「は、」に、「添えて」を「提出」に改める。 

第６条から第１２条までを次のように改める。 

第６条 削除 



 

（請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等） 

第７条 条例第７条第１項に規定する請求書の種類は、次に掲げるものとする。 

(1) 次号から第４号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合には、出張旅費精算請求書

又は出張旅費概算請求書 

(2) 条例第３条第２項第２号に係る旅費を請求する場合には、死亡時旅費請求書 

(3) 条例第３条第６項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求書 

(4) 条例第３条第７項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求書 

(5) 条例第３条第８項に係る旅費に相当する金額を請求する場合には、当該金額に係る旅費に

応じた前各号に掲げる請求書 

２ 条例第７条第１項に規定する添付資料は、別表第１のとおりとする。ただし、旅行役務提供

者が旅費に相当する金額を請求する場合には、第４項に規定する請求書に相当するものをもっ

て、同表に規定する額を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えること

ができる。 

３ 条例第７条第７項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第２の左欄に掲げる請求書の区

分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及び別表第３の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれ

ぞれ同表の右欄に掲げる事項とする。 

４ 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別表第２中「請求者」とあ

るのは、「旅行者」と読み替えるものとする。この場合において、前項で定める記載事項又は

記録事項に準ずる内容が記載又は記録され、かつ、支払担当者等が認めた請求書に相当するも

の（請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。）をもって、第１項第５号

に掲げる請求書に代えることができる。 

５ 旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者が請求書を提出した場合には、その請求内容が適

切であるかを確認するものとする。 

６ 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者であるときは、旅行命令権者及

び支払担当者等は、旅行者に対して必要な報告又は資料の提出を求めることができる。 

７ 支払担当者等は、旅費を支給した場合には、請求書に支給先又は支払先及び支給年月日又は

支払年月日を記載するものとする。 

（旅費の精算に係る期間） 

第８条 条例第７条第２項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得

た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日から起算して２週間とする。 

２ 条例第７条第３項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して２週

間とする。 

（その他の交通費） 

第９条 条例第１２条第１項第３号に規定する規則で定める費用は、１キロメートルにつき２２

円とする。 

（宿泊費基準額等） 

第１０条 条例第１３条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の旅費支給規程（昭和２５

年大蔵省令第４５号。以下「省令」という｡）別表第２第１号の表又は第２号の表の区分の欄に

掲げる地域等の区分に応じてそれぞれこれらの表の職務の級が１０級以下の者の欄に掲げる額

とする。 



 

２ 条例第１３条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の額が宿泊費基準額を超え

る場合であって、旅行命令権者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときとする。 

(1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設以外に宿泊することが困難

であるとき。 

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、その結果から最も安価な宿

泊施設を選択するとき。 

(3) その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない事情があったとき。 

（宿泊手当の定額等） 

第１１条 条例第１４条に規定する規則で定める１夜当たりの定額は、省令別表第３に掲げる額

とする。 

２ 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊費について次の各号に掲

げる場合に該当するときは、前項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の

３分の２の額 

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項で定める定額の３分の１の

額 

３ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれに相当する場所をいう｡）に宿泊する場合

には、前２項の規定にかかわらず、宿泊手当は支給しない。 

（退職者等の旅費の細則） 

第１２条 条例第１６条第１項に規定する規則で定めるものは、条例第３条第２項第１号の規定

により旅費を支給する場合で、職員が出張のための旅行中に退職等となった場合には、出張の

例に準じ、退職等の日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費とする。 

本則に次の５条を加える。 

（遺族等の旅費の細則） 

第１３条 条例第１７条に規定する規則で定めるものは、職員が条例第３条第２項第２号の規定

に該当し、職員が出張のための旅行中に死亡した場合には、出張の例に準じて職員が遺族の居

住地と死亡地との間を往復するものとして計算した旅費とする。 

２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第２条第３号に掲げる順序により、

同順位者がある場合には、年長者を先にする。 

（在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費） 

第１４条 在勤庁（常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が認める場合には、住所、

居所その他旅行命令権者が認める場所。次項において同じ。）又は旅行地（以下この項におい

て「在勤庁等」という。）以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、在

勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に至る旅費の額を比較し、い

ずれか少ない額とする。 

２ 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として旅行する場合における旅

費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額

を比較し、いずれか少ない額とする。 

（年度経過等による区分） 

第１５条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費を区分



 

して算定する必要がある場合には、年度の経過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及び

それ以後の分に区分して算定する。 

（職員以外の者の旅費） 

第１６条 条例第３条第９項の規定に定める職員以外の者の旅費については、職員（事務局長を

除く。）に支給される旅費の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者が特に必要があると認める職員以外の者の旅費につ

いては、事務局長に支給される旅費の例によることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、職員以外の者の旅費は、その用務及びその他の理由によって旅

行命令権者が必要と認める場合においては、これを増額し若しくは減額し又は支給しないこと

ができる。 

４ 職員以外の者に旅費を支給する際には、請求書を提出させないことができる。 

５ 職員以外の者の旅費の支給方法については、その都度旅行命令権者が定める。 

（その他必要な事項） 

第１７条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。 

別表第１を次のように改める。 

別表第１（第７条関係） 

区分 添付する資料 

(1) 鉄道賃 条例第９条第１項第６号

に掲げる費用 

その支払を証明するに足る資料 

(2) 船賃 条例第１０条第１項第２

号及び第５号に掲げる費

用 

その支払を証明するに足る資料 

(3) 航空賃 条例第１１条第１項第１

号に掲げる運賃 

運賃の等級及び額を証明するに足る資料 

その支払を証明するに足る資料 

条例第１１条第１項第２

号及び第３号に掲げる費

用 

その支払を証明するに足る資料 

(4) その他の交通

費 

条例第１２条第１項第２

号及び第４号に掲げる費

用 

その支払を証明するに足る資料 

(5) 宿泊費 その支払を証明するに足る資料 

(6) 包括宿泊費 その支払を証明するに足る資料 

その移動に係る交通費の内容を証明するに足る資

料 

(7) 条例第１６条に規定する旅費 請求する種目に相当するものに応じた第１号から

前号までに掲げる資料 

 退職等の事由を証明する資料 

 所定の期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証

明するに足る資料 
  



 

 旅行中に退職等となったことを証明する資料 

(8) 死亡時旅費請求書により請求する旅費 請求する種目に相当するものに応じた第１号から

第６号までに掲げる資料 

職員の死亡及びその死亡地を証明する資料 

遺族であることを証明する資料（請求者が遺族で

ある場合に限る｡） 

(9) 旅費損失請求書により請求する旅費 損失となる金額又は支出を要する金額を証明する

に足る資料 

旅行命令等の変更、条例第３条第１項、第２項、

第４項及び第５項の規定により旅費の支給を受け 

 ることができる者の死亡又は第２条第１項に該当

することを証明する資料 

(10) 旅費喪失請求書により請求する旅費 天災又は第３条第１項による事情により旅費額を

喪失したことを証明するに足る資料 

 喪失額を証明するに足る資料 

別表第１の次に次の２表を加える。 

別表第２（第７条関係） 

区分 記載事項又は記録事項 

出張旅費精算請求書又は出

張旅費概算請求書 

請求者の所属又は所属団体、職名及び氏名 

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地（宿泊した場合に限

る。以下この表において同じ。）、種目及びその金額 

請求年月日 

概算額、精算額、追給額及び返納額（これらについては、概算払

に係る旅費を請求する場合に限る。以下この表において同じ｡） 

死亡時旅費請求書 請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並びに死亡者の所属、職

名及び氏名（これらについては、請求者が遺族である場合に限

る｡） 

請求者の所属、職名及び氏名並びに死亡者の請求者との続柄及び

氏名（これらについては、請求者が職員である場合に限る｡） 

請求額 

種目及びその金額 

請求年月日 

旅費損失請求書 請求者の所属、職名及び氏名（これらについては、請求者が職員

である場合に限る｡） 

 請求者の住所、職員との続柄及び氏名（これらについては、請求

者が遺族である場合に限る｡） 

 請求者の所属団体、職名及び氏名（これらについては、請求者が

職員及び遺族以外である場合に限る｡） 

 請求額 
  



 

 種目及びその金額 

 損失事由 

 請求年月日 

旅費喪失請求書 請求者の所属又は所属団体、職名及び氏名 

請求額 

喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れた旅費額及び差引額 

喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行日ごとに出発地、経

路、到着地、宿泊地、種目及びその金額 

喪失事由 

請求年月日 

備考 

１ 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、又は複数の旅行日にわ

たる旅費である場合には、複数の旅行日をまとめて記載することができる。 

２ 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に係る旅費額と同一であ

るときは、出張旅費精算請求書のうち、出発地、経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額

の記載又は記録を省略することができる。 

３ 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は記録することができる。 

別表第３（第７条関係） 

区分 記載事項又は記録事項 

(1) 鉄道賃 条例第９条第１項第１号に掲げる運賃、同項第２号から第５号ま

でに掲げる料金及び同項第６号に掲げる費用の各金額並びに合計

金額 

(2) 船賃 条例第１０条第１項第１号に掲げる運賃、同項第２号から第４号

までに掲げる料金及び同項第５号に掲げる費用の各金額並びに合

計金額 

(3) 航空賃 条例第１１条第１項第１号に掲げる運賃、同項第２号に掲げる座

席指定料金及び同項第３号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 

(4) その他の交通費 金額 

(5) 宿泊費 夜数及び金額 

(6) 宿泊手当 夜数及び金額 

(7) 包括宿泊費 夜数及び金額 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則

（以下「新規則」という｡）の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令

を発した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令



 

を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が当該旅行命令を変更する旅行については、新規則

の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行の

うち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。 

３ 新規則第１２条及び第１３条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職（以下

この項において「退職等」という｡）となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前

に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。 

４ 新規則第２条第２項及び第３条第２項の規定は、新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅

費に関する条例等の一部を改正する条例（令和８年新潟県後期高齢者医療広域連合条例第２

号）による改正後の新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例（平成１９年新

潟県後期高齢者医療広域連合条例第２０号）第３条第６項及び第７項に規定する者が同条第１

項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改

正前の新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例第３条第１項、第２項及び第

４項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。 



新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則 

新旧対照表  
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新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規

則 

新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規

則 

平成１９年３月１日 平成１９年３月１日 

規則第１６号 規則第１６号 

（用語） 

第１条の２ この規則において使用する用語は、条例において使用する

用語の例による。 

 

（附属の島） 

第１条の３ 条例第２条第１号に規定する「附属する島」とは、本州、

北海道、四国及び九州に附属する島をいう。 

 

（条例第２条第４号に規定する規則で定める者等） 

第１条の４ 条例第２条第４号に規定する規則で定める者は、次の各号

のいずれかに該当する者とする。 

(1) 旅行業法（昭和２７年法律第２３９号）第６条の４第１項に規定

する旅行業者 

(2) 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第１３条第１項に規定す

る鉄道運送事業者及び軌道法（大正１０年法律第７６号）第４条に

規定する軌道経営者 

(3) 海上運送法（昭和２４年法律第１８７号）第２３条の３第２項に 
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規定する船舶運航事業者 

(4) 航空法（昭和２７年法律第２３１号）第２条第１８項に規定する

航空運送事業を経営する者 

(5) 道路運送法（昭和２６年法律第１８３号）第９条第７項第３号に

規定する一般旅客自動車運送事業者 

(6) 旅館業法（昭和２３年法律第１３８号）第２条第１項に規定する

旅館業を営む者 

(7) 貨物自動車運送事業法（平成元年法律第８３号）第７条第１項に

規定する一般貨物自動車運送事業者及び貨物利用運送事業法（平成

元年法律第８２号）第５５条第１項に規定する貨物利用運送事業者 

(8) 割賦販売法（昭和３６年法律第１５９号）第３１条に規定する登

録包括信用購入あつせん業者（新潟県後期高齢者医療広域連合との

契約によりカード等（同法第２条第３項第１号に規定するカード等

をいう。次項において同じ｡）を前各号に掲げる者が提供する役務そ

の他の旅行に係る役務の対価の支払のみのために旅行者に提供する

場合に限る｡） 

２ 条例第２条第４号に規定する規則で定めるものは、役務及びカード

等とする。 

 

（旅行命令等の変更を受けた場合等における旅費） 

第２条 条例第３条第６項に規定する規則で定める場合は、条例第３条

第２項及び第５項の規定により旅費の支給を受けることができる者 

（旅行取消し等の場合における旅費） 

第２条 条例第３条第６項の規定により支給する旅費の額は、鉄道賃、

船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施 
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が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更した

場合とする。 

２ 条例第３条第６項に規定する規則で定めるものは、条例第１９条第

２項の規定により旅費を支給する場合を除くほか、次に掲げる金額と

する。 

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費については、条例第９

条第１項各号、第１０条第１項各号、第１１条第１項各号及び第１

２条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第６条の規定

により計算した額と現に支払った額で所要の払戻手続をとったにも

かかわらず払戻しを受けることができない額又は所要の取消手続を

とったにもかかわらずなお支払う必要がある額を比較し、当該各費

用ごとのいずれか少ない額の合計額 

(2) 宿泊費及び包括宿泊費については、当該各種目について条例第１

３条及び第１５条並びに条例第６条の規定により計算した額と現に

支払った額で所要の払戻手続をとったにもかかわらず払戻しを受け

ることができない額又は所要の取消手続をとったにもかかわらずな

お支払う必要がある額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない

額の合計額 

(3) 前２号に掲げる金額のほか、手数料その他の旅行命令等の変更等

に伴い支給する必要があるものとして旅行命令権者が認めた額 

設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとった

にもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額又は鉄道、船

舶、航空機その他の交通機関若しくはホテル、旅館その他の宿泊施設

の利用の予約を取り消したことに伴い取消料、違約金等として支払っ

た金額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について

条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、

車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。 

（旅費額を喪失した場合における旅費） （旅費喪失の場合における旅費） 
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第３条 条例第３条第７項に規定する規則で定める事情は、交通事故そ

の他の条例第３条第７項に規定する者の責めに帰することができない

事情とする。 

２ 条例第３条第７項に規定する規則で定める金額は、次に掲げる金額

とする。 

(1) 現に所持していた旅費額（交通手段を利用するための乗車券、乗

船券、航空券等で当該旅行について購入したものを含む。次号にお

いて同じ｡）の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行

を完了するため条例の規定により支給することができる額 

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定

する額から喪失を免がれた旅費額を差し引いた額 

第３条 条例第３条第７項の規定により支給する旅費の額は、次の各号

に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超え

ることができない。 

(1) 現に所持していた旅費額（輸送機関を利用するための乗車券、乗

船券等の切符類で当該旅行について購入したもの（以下「切符類」

という。）を含む。以下本条において同じ。）の全部を喪失した場合

には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により

支給することができる額 

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定

する額から喪失を免れた旅費額（切符類については、購入金額のう

ち、未使用部分に相当する金額）を差し引いた額 

（旅行命令簿等の記載事項又は記録事項） 

第４条 条例第４条第４項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、

出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の職名と

する。 

２ 旅行命令簿は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前項に定める事

項のほか、所属、住所又は居所、職名、氏名、旅費の請求者及び概算

払並びに精算払に係る支給年月日及び支給額を記載又は記録する。 

３ 旅行依頼簿は、旅行命令権者が旅行者ごとに作成し、第１項に定め

る事項のほか、所属団体又は所属、住所又は居所、職名、氏名、旅費

の請求者及び概算払並びに精算払に係る支給年月日及び支給額を記載 

（旅行命令書等の記載事項及び様式） 

第４条 条例第４条第５項に規定する旅行命令書等の記載事項及び様式

は、別に定める。 

２ 前項の規定にかかわらず、職務の性質上常時出張を必要とする職員

が旅費の支給を要しない旅行をする場合において、同項の旅行命令書

等により難いときは、当該旅行に係る旅行命令書等の記載事項及び様

式について、任命権者が別に定めることができる。 
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又は記録する。 

４ 旅行命令簿等は、備考欄を設け、旅行命令等の変更をする場合には、

旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載

又は記録する。 

 

（旅行命令等の変更の申請） （旅行命令等の変更の申請） 

第５条 旅行者は、条例第５条第１項又は第２項の規定により旅行命令

等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類

を提出  しなければならない。 

第５条 旅行者が  条例第５条第１項又は第２項の規定により旅行命令

等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類

を添えてしなければならない。 

 

第６条 削除 

（路程の計算） 

第６条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号

に掲げるものにより行うものとする。 

(1) 鉄道 鉄道事業法（昭和６１年法律第９２号）第１３条に規定す

る鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程 

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程 

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼す

るに足る者により証明された路程 

２ 前項第１号又は第２号の規定により路程を計算し難い場合には、当

該各号の規定にかかわらず、前項第３号の規定に準じて計算すること

ができる。 

３ 第１項第３号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証

明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所若しくは帰着箇所又は目的 



新 旧 

 箇所に最も近いものを起点とする。 

４ 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計

算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行

場をも起点とすることができる。 

５ 前２項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定

にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路

程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することがで

きる。 

（請求書及び必要な資料の種類、記載事項又は記録事項等） 

第７条 条例第７条第１項に規定する請求書の種類は、次に掲げるもの

とする。 

(1) 次号から第４号までに規定する旅費以外の旅費を請求する場合

には、出張旅費精算請求書又は出張旅費概算請求書 

(2) 条例第３条第２項第２号に係る旅費を請求する場合には、死亡時

旅費請求書 

(3) 条例第３条第６項に係る旅費を請求する場合には、旅費損失請求

書 

(4) 条例第３条第７項に係る旅費を請求する場合には、旅費喪失請求

書 

(5) 条例第３条第８項に係る旅費に相当する金額を請求する場合に

は、当該金額に係る旅費に応じた前各号に掲げる請求書 

（旅費の請求等） 

第７条 条例第12条第１項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び

様式は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定めるところに

より、様式は別に定める。 

(1) 概算払に係る旅費又は精算払に係る旅費を請求する場合 

(2) 概算払に係る旅費を精算する場合で、追給額があるとき。 

(3) 概算払に係る旅費を精算する場合で、返納額があるとき。 

２ 条例第12条第４項の規則に定める添付書類は、別表に掲げる書類と

する。 

３ 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があるこ

とを要件として支給され、又は支給額が加算される旅費を請求する場

合は、当該公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情について、

第１項に規定する旅費請求書に記載しなければならない。ただし、前 
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２ 条例第７条第１項に規定する添付資料は、別表第１のとおりとする。

ただし、旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合には、

第４項に規定する請求書に相当するものをもって、同表に規定する額

を証明するに足る資料又はその支払を証明するに足る資料に代えるこ

とができる。 

３ 条例第７条第７項に規定する記載事項又は記録事項は、別表第２の

左欄に掲げる請求書の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲げる事項及

び別表第３の左欄に掲げる種目の区分ごとにそれぞれ同表の右欄に掲

げる事項とする。 

４ 旅行役務提供者が旅費に相当する金額を請求する場合において、別

表第２中「請求者」とあるのは、「旅行者」と読み替えるものとする。

この場合において、前項で定める記載事項又は記録事項に準ずる内容

が記載又は記録され、かつ、支払担当者等が認めた請求書に相当する

もの（請求する者の名称又は氏名及び住所が記載されたものに限る。）

をもって、第１項第５号に掲げる請求書に代えることができる。 

５ 旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者が請求書を提出した場合

には、その請求内容が適切であるかを確認するものとする。 

６ 前項の場合において、請求書を提出した者が旅行役務提供者である

ときは、旅行命令権者及び支払担当者等は、旅行者に対して必要な報

告又は資料の提出を求めることができる。 

７ 支払担当者等は、旅費を支給した場合には、請求書に支給先又は支 

項に規定する添付書類において確認できる場合及び旅行命令権者が必

要ないと認める場合は、この限りでない。 



新 旧 

払先及び支給年月日又は支払年月日を記載するものとする。 

（旅費の精算に係る期間） 

第８条 条例第７条第２項に規定する期間は、やむを得ない事情のため

旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行を完了した日の翌日

から起算して２週間とする。 

２ 条例第７条第３項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告

知の日から起算して２週間とする。 

 

（旅費の精算期間） 

第８条 条例１２条第２項に規定する期間は、旅行の完了した日の翌日

から起算して７日とする。 

２ 条例第１２条第３項に規定する期間は、精算による過払金の返納の

通知の日から１０日とする。 

（その他の交通費） 

第９条 条例第１２条第１項第３号に規定する規則で定める費用は、１

キロメートルにつき２２円とする。 

（旅行雑費の特例） 

第９条 条例第１７条第３項に規定する規則で定める時刻のうち、出発

に係る時刻は午前６時３０分とし、帰着に係る時刻は午後９時とする。 

（宿泊費基準額等） 

第１０条 条例第１３条に規定する規則で定める額は、国家公務員等の

旅費支給規程（昭和２５年大蔵省令第４５号。以下「省令」という｡）

別表第２第１号の表又は第２号の表の区分の欄に掲げる地域等の区分

に応じてそれぞれこれらの表の職務の級が１０級以下の者の欄に掲げ

る額とする。 

２ 条例第１３条に規定する規則で定める場合は、現に支払った費用の

額が宿泊費基準額を超える場合であって、旅行命令権者が次の各号の

いずれかに該当すると認めるときとする。 

 (1) 会議等において主催者から宿泊施設の指定があり当該宿泊施設 

（日額旅費） 

第１０条 条例第20条に規定する日額旅費の額、支給条件等は、次に規

定するとおりとする。 

(1) 日額旅費の額 当該宿泊施設から徴される宿泊等に伴う実費額、

当該宿泊施設と研修、講習等が行われる施設との間の交通費の実費

額等を考慮して別に定める額 

(2) 支給条件等 同一地域において引き続き２日以上行われる研修、

講習等に出席するために旅行する場合で、当該研修、講習等に出席

する職員の宿泊の用に供するために設置された施設又は旅行命令権

者が当該職員の宿泊場所として指定した施設に宿泊するとき。 
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以外に宿泊することが困難であるとき。 

(2) 公務の円滑な運営上支障のない範囲及び条件において検索し、そ

の結果から最も安価な宿泊施設を選択するとき。 

(3) その他旅行命令等を発した時には通常予見することのできない

事情があったとき。 

 

（宿泊手当の定額等） 

第１１条 条例第１４条に規定する規則で定める１夜当たりの定額は、

省令別表第３に掲げる額とする。 

２ 宿泊手当の額は、条例の規定により支給される宿泊費又は包括宿泊

費について次の各号に掲げる場合に該当するときは、前項の規定にか

かわらず、当該各号に掲げる額とする。 

(1) 朝食又は夕食に係る費用のいずれかに相当するものが含まれる

場合 前項で定める定額の３分の２の額 

(2) 朝食及び夕食に係る費用に相当するものが含まれる場合 前項

で定める定額の３分の１の額 

３ 旅行者が、旅行中自宅（住所又は居所若しくはこれに相当する場所

をいう｡）に宿泊する場合には、前２項の規定にかかわらず、宿泊手当

は支給しない。 

（職員以外の者の旅費） 

第１１条 条例第３条第８項の規定に定める職員以外の者の旅費につい

ては、職員（事務局長を除く。）に支給される旅費の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者が特に必要があると認める

職員以外の者の旅費については、事務局長に支給される旅費の例によ

ることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、職員以外の者の旅費は、その用務及び

その他の理由によって旅行命令権者が必要と認める場合においては、

これを増額し若しくは減額し又は支給しないことができる。 

４ 職員以外の者に旅費を支給する際には、請求書を提出させないこと

ができる。 

５ 職員以外の者の旅費の支給方法については、その都度旅行命令権者

が定める。 

（退職者等の旅費の細則） 

第１２条 条例第１６条第１項に規定する規則で定めるものは、条例第

３条第２項第１号の規定により旅費を支給する場合で、職員が出張の 

（雑則） 

第１２条 この規則に定めるもののほか、職員の旅費に関して必要な事

項は、別に定める。 
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ための旅行中に退職等となった場合には、出張の例に準じ、退職等の

日にいた地から旧在勤地に旅行するものとして計算した旅費とする。 

 

（遺族等の旅費の細則） 

第１３条 条例第１７条に規定する規則で定めるものは、職員が条例第

３条第２項第２号の規定に該当し、職員が出張のための旅行中に死亡

した場合には、出張の例に準じて職員が遺族の居住地と死亡地との間

を往復するものとして計算した旅費とする。 

２ 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、条例第２条第３

号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。 

 

（在勤庁等以外の地を出発地又は到着地とする場合の旅費） 

第１４条 在勤庁（常時勤務する在勤庁のない場合又は旅行命令権者が

認める場合には、住所、居所その他旅行命令権者が認める場所。次項

において同じ。）又は旅行地（以下この項において「在勤庁等」とい

う。）以外の地を出発地として旅行する場合における旅費の支給額は、

在勤庁等以外の地から目的地に至る旅費の額と在勤庁等から目的地に

至る旅費の額を比較し、いずれか少ない額とする。 

２ 既に旅行している者が、旅行地から在勤庁以外の地を到着地として

旅行する場合における旅費の支給額は、旅行地から在勤庁以外の地に

至る旅費の額と旅行地から在勤庁に至る旅費の額を比較し、いずれか

少ない額とする。 

 

（年度経過等による区分）  
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第１５条 移動中における年度の経過等のため鉄道賃、船賃、航空賃及

びその他の交通費を区分して算定する必要がある場合には、年度の経

過等の後に最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分

して算定する。 

 

（職員以外の者の旅費） 

第１６条 条例第３条第９項の規定に定める職員以外の者の旅費につい

ては、職員（事務局長を除く。）に支給される旅費の例による。 

２ 前項の規定にかかわらず、旅行命令権者が特に必要があると認める

職員以外の者の旅費については、事務局長に支給される旅費の例によ

ることができる。 

３ 前２項の規定にかかわらず、職員以外の者の旅費は、その用務及び

その他の理由によって旅行命令権者が必要と認める場合においては、

これを増額し若しくは減額し又は支給しないことができる。 

４ 職員以外の者に旅費を支給する際には、請求書を提出させないこと

ができる。 

５ 職員以外の者の旅費の支給方法については、その都度旅行命令権者

が定める。 

 

（その他必要な事項） 

第１７条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。 

 

別表第１（第７条関係） 

区分 添付する資料             

別表（第７条関係） 

旅費請求書に添付すべき書類           



 

(1) 鉄道賃 条例第９条第１項第

６号に掲げる費用 

その支払を証明するに足る資料 

(2) 船賃 条例第１０条第１項

第２号及び第５号に

掲げる費用 

その支払を証明するに足る資料 

(3) 航空賃 条例第１１条第１項

第1号に掲げる運賃 

運賃の等級及び額を証明するに

足る資料 

その支払を証明するに足る資料 

条例第１１条第１項

第２号及び第３号に

掲げる費用 

その支払を証明するに足る資料 

(4) その他の交

通費 

条例第１２条第１項

第２号及び第４号に

掲げる費用 

その支払を証明するに足る資料 

 

(5) 宿泊費 その支払を証明するに足る資料 

(6) 包括宿泊費 その支払を証明するに足る資料 

 その移動に係る交通費の内容を

証明するに足る資料 

(7) 条例第１６条に規定する旅費 請求する種目に相当するものに

応じた第１号から前号までに掲

げる資料 

退職等の事由を証明する資料 

所定の期間内に退職等に伴う旅 
 

 

区分 請求書に必要な書類 

1 条例第３条第６項に

規定する旅費 

旅費の支給を受けることができる者の死亡及び

その扶養親族であること並びに旅行命令等の変

更又は当該死亡により生じた損失額を証明する

書類 

2 条例第３条第７項に

規定する旅費 

交通機関の事故又は天災その他やむを得ない事

情により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証

明する書類 

3 条例第１４条第１項

第３号に規定する寝

台料金 

その支払を証明する書類 

4 条例第１６条第１項

に規定する車賃 

その支払を証明する書類。ただし、その区間を運

行する交通機関の発行する運賃表等により確認

できる場合は、添付を省略することができる。 

5 条例第１６条第２項

後段に規定する車賃 

その支払を証明する書類 

6 条例第１８条第２項

に規定する宿泊料 

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情

及び宿泊に要した費用の支払を証明する書類 

7 条例第２１条第２項

に規定する鉄道賃、船

賃又は車賃 

その支払を証明する書類。ただし、その区間を運

行する交通機関の発行する運賃表等により確認

できる場合は、添付を省略することができる。 

8 条例第２２条に規定 旅行中に退職等を知った日にいた地及び所定の 

する旅費 期間内に退職等に伴う旅行をしたことを証明す    
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 行をしたことを証明するに足る

資料 

 旅行中に退職等となったことを

証明する資料 

(8) 死亡時旅費請求書により請求する

旅費 

請求する種目に相当するものに

応じた第１号から第６号までに

掲げる資料 

職員の死亡及びその死亡地を証

明する資料 

遺族であることを証明する資料

（請求者が遺族である場合に限

る｡） 

(9) 旅費損失請求書により請求する旅

 費 

損失となる金額又は支出を要す

る金額を証明するに足る資料 

旅行命令等の変更、条例第３条第

１項、第２項、第４項及び第５項

の規定により旅費の支給を受け

ることができる者の死亡又は第

２条第１項に該当することを証

明する資料 

(10) 旅費喪失請求書により請求する 天災又は第３条第１項による事 
 

 

 る書類 

9 条例第２３条第１項

に規定する旅費 

職員の死亡、その死亡地及びその遺族であるこ

とを証明する書類 

10 条例第２５条に規定

する旅費 

労働基準法（昭和２２年法律第４９号）又は船

員法（昭和２２年法律第１００号）の規定に該

当することを証明する書類 

11 その他広域連合長が

必要と認める場合 

その都度広域連合長が必要と認める書類 
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旅費 情により旅費額を喪失したこと

を証明するに足る資料 

喪失額を証明するに足る資料 

別表第２（第７条関係） 

区分 記載事項又は記録事項 

出張旅費精算請求書又は

出張旅費概算請求書 

請求者の所属又は所属団体、職名及び氏名 

旅行日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地（宿

泊した場合に限る。以下この表において同

じ。）、種目及びその金額 

請求年月日 

概算額、精算額、追給額及び返納額（これらに

ついては、概算払に係る旅費を請求する場合

に限る。以下この表において同じ｡） 

死亡時旅費請求書 請求者の住所、死亡者との続柄及び氏名並び

に死亡者の所属、職名及び氏名（これらについ

ては、請求者が遺族である場合に限る｡） 

 請求者の所属、職名及び氏名並びに死亡者の

請求者との続柄及び氏名（これらについては、

請求者が職員である場合に限る｡） 

 請求額 

 種目及びその金額 
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 請求年月日 

旅費損失請求書 請求者の所属、職名及び氏名（これらについて

は、請求者が職員である場合に限る｡） 

 請求者の住所、職員との続柄及び氏名（これら

については、請求者が遺族である場合に限

る｡） 

 請求者の所属団体、職名及び氏名（これらにつ

いては、請求者が職員及び遺族以外である場

合に限る｡） 

 請求額 

 種目及びその金額 

 損失事由 

 請求年月日 

旅費喪失請求書 請求者の所属又は所属団体、職名及び氏名 

 請求額 

 喪失以後の旅行に必要な旅費額、喪失を免れ

た旅費額及び差引額 

 喪失以後の旅行に必要な旅費について、旅行

日ごとに出発地、経路、到着地、宿泊地、種目

及びその金額 

 喪失事由 
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 請求年月日 

備考 

１ 旅行日ごとに記載又は記録する事項は、請求の内容が同一である、

又は複数の旅行日にわたる旅費である場合には、複数の旅行日をまと

めて記載することができる。 

２ 概算払に係る旅費を精算する場合であって、当該精算額が概算払に

係る旅費額と同一であるときは、出張旅費精算請求書のうち、出発地、

経路、到着地、宿泊地、種目及びその金額の記載又は記録を省略する

ことができる。 

３ 請求書は、備考欄を設け、旅費の計算上参考となる事項を記載又は

記録することができる。 

別表第３（第７条関係） 

区分 記載事項又は記録事項 

(1) 鉄道賃 条例第９条第１項第１号に掲げる運賃、同項 

 第２号から第５号までに掲げる料金及び同項

第６号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 

(2) 船賃 条例第１０第１項第１号に掲げる運賃、同項

第２号から第４号までに掲げる料金及び同項

第５号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 

(3) 航空賃 条例第１１条第１項第１号に掲げる運賃、同

項第２号に掲げる座席指定料金及び同項第３ 
  

 

 



 号に掲げる費用の各金額並びに合計金額 

(4) その他の交通費 金額 

(5) 宿泊費 夜数及び金額 

(6) 宿泊手当 夜数及び金額 

(7) 包括宿泊費 夜数及び金額 
   

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例施行規則（以下「新規則」という｡）の規定は、この規則の施行

の日（以下「施行日」という。）以後に旅行命令権者が旅行命令等を発する旅行について適用し、施行日前に旅行命令権者が旅行命令を発した旅行

については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旅行命令権者が旅行命令を発し、かつ、施行日以後に旅行命令権者が当該旅行命令を変更す

る旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間

に対応する分については、なお従前の例による。 

３ 新規則第１２条及び第１３条の規定は、施行日以後に退職、免職、失職若しくは休職（以下この項において「退職等」という｡）となった場合又は

死亡した場合について適用し、施行日前に退職等となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。 

４ 新規則第２条第２項及び第３条第２項の規定は、新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例等の一部を改正する条例（令和８年新

潟県後期高齢者医療広域連合条例第 号）による改正後の新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例（平成１９年新潟県後期高齢者

医療広域連合条例第２０号）第３条第６項及び第７項に規定する者が同条第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給を受けることができる

場合について適用し、改正前の新潟県後期高齢者医療広域連合職員等の旅費に関する条例第３条第１項、第２項及び第４項の規定により旅費の支給

を受けることができる場合については、なお従前の例による。 


